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令和３年１２月２４日

各府省事務次官 殿

各外局の長 殿

各独立行政法人の長 殿

人 事 院 事 務 総 長

「自己啓発等休業の運用について」の一部改正について（通知）

「自己啓発等休業の運用について（平成１９年７月２０日職職―２５６）」の

一部を下記のとおり改正したので、令和３年１２月２４日以降は、これによって

ください。

記

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改

正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改 正 後 改 正 前

第１ 自己啓発等休業の承認関係 第１ 自己啓発等休業の承認関係

１・２ （略） １・２ （略）

３ 自己啓発等休業法第３条第１ ３ 自己啓発等休業法第３条第１

項の「職員の勤務成績」とは、 項の「職員の勤務成績」とは、

自己啓発等休業を請求した職員 自己啓発等休業を請求した職員

に係る人事評価記録書（人事評 の勤務評定記録書その他当該職

価の基準、方法等に関する政令 員の勤務成績を判定するに足る



（平成２１年政令第３１号）第 と認められる事実に基づくもの

２１条に規定する人事評価記録 をいう。

書をいう。）その他当該職員の

勤務成績を判定するに足りると

認められる事実に基づくものを

いう。

４～８ （略） ４～８ （略）

以 上


